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この取扱いは、「競争的研究費の直接経費による研究代表者の⼈件費の⽀出に関する実施
要領」（令和３年１２⽉９⽇機構⻑裁定）（以下「実施要領」という。）及び「情報・システ
ム研究機構国⽴遺伝学研究所競争的研究費の直接経費から PI 等の⼈件費の⽀出における活
⽤⽅針」（令和４年３⽉２４⽇所⻑裁定）（以下「活⽤⽅針」という。）を踏まえ、国⽴遺伝
学研究所における PI 等⼈件費相当財源の取扱いについて、必要な事項を定める。 
 
1．PI 等⼈件費相当財源の使途・活⽤ 

（1）PI 等⼈件費相当財源の使途は、活⽤⽅針 2 の範囲内で活⽤する。 
（2）PI 等⼈件費相当財源の⽀出額は、特段の定めがない場合には、当該研究活動に係るエ

フォートの範囲内とするものとする。配分割合は、PI 等と所との間で原則として５０：
５０とし、これによらない場合には、PI 等と所⻑が協議の上、決定するものとする。 

 
2．PI 等のエフォート管理 

所⻑は、PI 等が当該研究活動に専念できるよう、PI 等の担当業務の軽減⼜は業務の効
率化を⾏うなど、エフォートを確保するための必要な措置を適切に講じるよう努めるも
のとする。 

 
3．事務⼿続き 

（1）PI 等⼈件費相当財源を活⽤することを希望する PI 等は、実施要領８．①に基づき、
使⽤計画書を作成し総務企画課研究推進係に提出し、所⻑の承認を得るものとする。 

（2）前項の事業について、エフォート率の変更等により PI 等⼈件費相当財源に変更が⽣
じた場合には、変更後の使⽤計画書を提出し、改めて所⻑の承認を得るものとする。 

 
4．その他 

その他必要事項については、所⻑が別に定める。  
 
 

附  則 
この取扱いは、令和４年３⽉２４⽇から施⾏する。 
 

附  則 
この取扱いは、令和８年２⽉４⽇から施⾏する。 
 


